
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　
　

一

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
務
の
同
意
成
立 

（
水
産
業
振
興
課
）　
　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
五
件
） 

（
道　

路　

課
）　
　

三

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

四

監
査
委
員

〇
包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
公
表 

 

四

公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

　

の
実
施 

八

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
㈠　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
長
柴
三
の
一
八
（
国
有
林
）

　

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

㈢　

解
除
の
理
由

　
　
　

河
川
管
理
施
設
用
地
と
す
る
た
め

二
㈠　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
板
橋
一
七
六
の
五
・
一
七
六
の
六
（
以
上
二
筆
国
有
林
）

　

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

魚
つ
き

　

㈢　

解
除
の
理
由

　
　
　

河
川
管
理
施
設
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
千
五
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
涵か

ん

養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備
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３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

刈
田
郡
蔵
王
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
涵か

ん

養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

刈
田
郡
蔵
王
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

刈
田
郡
蔵
王
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。　　
　

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。　

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
蔵
王
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
一
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査

し
た
結
果
、
女
川
町
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

気
仙
沼
陸
前
高
田
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

気
仙
沼
市
新
浜
町
一
丁
目
一
九
四
番
地
先
か 

ら同
市
西
み
な
と
町
五
八
番
地
先
ま
で

前
Ａ

一
四
・
九
〜

 
一
九
・
八

七
七
三
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

後
Ａ

一
四
・
九
〜

 

一
九
・
八

七
七
三
・
〇

気
仙
沼
市
新
浜
町
一
丁
目
一
九
五
番
地
先
か 

ら同
市
西
み
な
と
町
五
八
番
地
先
ま
で

後
Ｂ

一
二
・
五
〜

 

二
九
・
七

七
七
五
・
一

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

気
仙
沼
唐
桑
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

気
仙
沼
市
栄
町
二
〇
一
番
三
地
先
か
ら

同
市
新
浜
町
一
丁
目
一
九
四
番
地
先
ま
で

前
Ａ

一
四
・
九
〜

 

二
七
・
九

二
四
九
・
四
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ

一
四
・
九
〜

 

二
七
・
九

二
四
九
・
四

一
六
・
六
〜

 

四
三
・
九

二
八
〇
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

東
部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

石
巻
鮎
川
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
月
浦
字
月
浦
六
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
侍
浜
字
西
山
六
番
一
地
先
ま
で

前

二
一
・
八
〜

 

三
一
・
〇

 

七
五
・
八

後

一
七
・
六
〜

 

二
一
・
二

 

七
五
・
八

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

仙
台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

塩
釜
吉
岡
線

三　

道
路
の
区
域
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変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
大
谷
地
八
一
番
五
地
先

か
ら

同
町
利
府
字
新
大
谷
地
三
〇
番
三
地
先
ま
で

前

一
九
・
八
〜

 

二
三
・
〇

 

八
・
三

後

 

一
九
・
八

 

八
・
三

〇
宮
城
県
告
示
第
千
六
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県

仙
台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

大
衡
仙
台
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
一
ノ
渡
戸
無
番
地
先
か
ら

同
町
テ
ク
ノ
ヒ
ル
ズ
八
番
地
先
ま
で

前

二
九
・
〇
〜

 

五
六
・
五

 

九
九
二
・
五

後

二
六
・
〇
〜

 

五
三
・
五

 

九
九
二
・
五

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
増
田
九
丁
目
二
百
十
七
番
及
び
二
百
十
八
番
一

　　

大
阪
市
北
区
天
神
橋
二
丁
目
北
二
番
十
一
号

 

株
式
会
社
大
倉　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
十
二
神
八
番
四
、
八
番
九
、

八
番
十
二
及
び
八
番
十
三
並
び
に
七
番
一
、
七
番
五
、
八

番
一
、
八
番
十
六
、
八
番
十
八
及
び
十
番
三
の
各
一
部
並

び
に
八
番
四
の
地
先
の
水
の
一
部
並
び
に
同
字
小
屋
ノ
口

九
十
六
番
並
び
に
九
十
八
番
一
の
地
先
の
道
の
一
部

 

女
川
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
赤
井
字
舘
前
二
百
三
十
七
番
一
及
び
二
百
三

十
八
番
六

　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
東
三
丁
目
一
番
地
の
五
グ
ラ
ン
メ

ー
ル
大
善
Ⅱ

－

Ａ
二
〇
一

 

横
山　
　

司　
　
　
　
　
　
　
　

 

横
山　

佳
世　
　
　
　
　
　
　
　

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
14号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
252条

の
37第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
包
括
外
部
監
査
人
が
行
っ
た
平

成
24年

度
の
包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
，
同
法
第
252条

の
38第
６
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
県
知
事
か
ら
措
置

を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
25年
12月
24日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
部
　
　
　
　
　
孝
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
ゆ
　
　
さ
　
　
み
ゆ
き
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宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

第
１
　
監
査
結
果
の
報
告

　
　
 　
平
成
24年
度
の
包
括
外
部
監
査
の
結
果
（
高
齢
者
福
祉
事
業
に
係
る
財
務
事
務
の
執
行
及
び
管
理
の
状
況
に
つ

い
て
）
に
つ
い
て
は
，
平
成
25年
３
月
22日
に
包
括
外
部
監
査
人
か
ら
報
告
が
あ
り
，
同
年
４
月
23日
付
け
で
公

表
し
た
。

第
２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
　
平
成
25年
12月
９
日

第
３
　
包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
又
は
結
果
を
参
考
と
し
て
講
じ
た
措
置

　
Ⅰ
　
個
別
検
出
事
項

番号
項
　
　
目

監
査
の
結
果
及
び
意
見

（
Ｐ
は
平
成
24年
度
包
括
外
部
監
査

結
果
報
告
書
の
ペ
ー
ジ
）
　
　
　
　

措
置
の
内
容

１
２
　
補
助
金

　
⑵
 　
審
査
確
認
の

不
備

【
指
摘
】

　
補
助
金
の
補
助
対
象
額
と
根
拠
資
料

に
差
異
が
生
じ
て
お
り
，
県
が
実
績
報

告
の
審
査
を
適
切
に
実
施
し
て
い
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
Ｐ
25）

　
補
助
金
交
付
先
の
市
が
制
度
内
容
を

誤
認
し
て
い
た
た
め
差
異
が
生
じ
た
も

の
で
あ
り
，
県
の
補
助
金
算
定
に
誤
り

が
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
県
か
ら
必

要
な
説
明
を
行
い
，
当
該
市
は
是
正
措

置
を
講
じ
た
。

　
今
後
は
，
事
務
処
理
に
遺
漏
が
な
い

よ
う
，
関
係
機
関
と
意
思
疎
通
を
十
分

に
図
り
な
が
ら
，
確
実
な
事
務
処
理
に

努
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
２
　
補
助
金

　
⑷
 　
公
益
通
報
の

受
付
管
理

【
指
摘
】

　
長
寿
社
会
政
策
課
介
護
保
険
推
進
班

で
は
，
公
益
通
報
の
記
録
で
あ
る
処
理

箋
の
保
管
状
況
に
不
備
が
あ
る
。

（
Ｐ
31）

　
介
護
職
員
処
遇
改
善
交
付
金
に
関
す

る
公
益
通
報
等
の
処
理
箋
を
保
管
す
る

た
め
の
綴
り
を
作
成
し
て
管
理
す
る
こ

と
と
し
た
。

３
３
 　
介
護
給
付
適
正

化
　
⑴
 　
負
担
金
の
金

額
確
認
手
続

【
指
摘
】

　
県
が
負
担
金
の
算
出
基
礎
（
市
町
村

作
成
資
料
）
と
照
合
・
確
認
す
る
情
報

が
市
町
村
作
成
資
料
の
み
で
あ
る
か

ら
，
県
負
担
金
の
算
出
基
礎
の
正
確
性

を
確
認
す
る
た
め
の
手
続
と
し
て
合
理

的
と
い
え
る
か
疑
問
で
あ
る
。

（
Ｐ
36）

　
宮
城
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

か
ら
介
護
給
付
費
等
請
求
額
通
知
書
の

提
供
を
受
け
，
市
町
村
の
提
出
デ
ー
タ

と
の
突
合
作
業
を
行
う
こ
と
と
し
，
県

負
担
金
の
算
出
基
礎
の
正
確
性
を
合
理

的
に
確
認
で
き
る
よ
う
改
善
し
た
。

４
４
　
県
社
協

　
⑴
 　
定
款
記
載
事

項
の
不
備

【
指
摘
】

　
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会
が
実
施
し

て
い
る
図
書
・
刊
行
物
販
売
事
業
は
収

益
事
業
で
あ
り
な
が
ら
，
定
款
へ
の
記

載
が
な
く
，
定
款
へ
の
記
載
を
定
め
た

社
会
福
祉
法
第
31条
第
１
項
第
11号
の

規
定
に
反
し
て
い
る
。

（
Ｐ
43）

　
平
成
24年
度
中
に
指
導
し
，
平
成
25

年
５
月
に
県
が
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

５
４
　
県
社
協

　
⑵
 　
財
務
諸
表
の

記
載
不
備

【
指
摘
】

　
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会
で
財
務
諸

表
の
記
載
不
備
事
項
が
検
出
さ
れ
，
出

資
団
体
の
経
営
状
況
報
告
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
①
 　
な
か
や
ま
山
荘
の
事
業
計
画
見

直
し
に
伴
う
会
計
処
理

　
②
 　
生
活
福
祉
資
金
貸
付
事
業
に
係

る
会
計
処
理

　
③
　
繰
越
活
動
収
支
差
額
の
不
一
致

　
④
 　
財
産
目
録
上
の
預
金
残
高
の
誤

記
載

（
Ｐ
44）

①
 　
事
業
を
廃
止
し
建
物
を
売
却
し
た

た
め
，
当
該
事
案
に
対
す
る
措
置
は

不
要
と
な
っ
た
が
，
今
後
同
様
の
事

案
が
発
生
し
た
場
合
に
は
，
適
正
な

会
計
処
理
に
つ
い
て
指
導
す
る
こ
と

と
し
た
。

②
 　
指
摘
内
容
を
通
知
し
，
指
導
し
た

と
こ
ろ
，「
平
成
25年

度
決
算
に
お

い
て
引
当
金
を
計
上
す
る
」
と
の
回

答
を
得
て
い
る
。

　
 　
な
お
，
平
成
25年
度
決
算
後
の
監

査
に
お
い
て
，
そ
の
履
行
状
況
を
確

認
す
る
こ
と
と
し
た
。

③
 　
会
計
処
理
ミ
ス
の
防
止
に
つ
い
て

は
，
平
成
24年
度
に
口
頭
で
指
導
し

た
。

　
 　
な
お
，
平
成
25年
度
か
ら
新
会
計

基
準
へ
移
行
し
た
こ
と
に
伴
い
，
会

計
処
理
方
法
の
統
一
が
図
ら
れ
て
い

る
。

④
 　
会
計
処
理
の
ミ
ス
の
防
止
に
つ
い

て
は
，
平
成
24年
度
に
口
頭
で
指
導

し
た
。

６
４
　
県
社
協

　
⑶
 　
貸
付
金
の
管

理
【
指
摘
】

　
介
護
福
祉
士
等
修
学
貸
付
金
の
管
理

に
以
下
の
不
備
が
あ
る
。

　
①
 　
返
還
事
由
の
適
時
確
認

　
②
 　
貸
付
金
残
高
と
会
計
記
録
の
不

一
致

（
Ｐ
48）

①
 　
適
切
な
会
計
処
理
に
つ
い
て
指
導

す
る
こ
と
と
し
た
。

②
 　
適
切
な
会
計
処
理
に
つ
い
て
指
導

す
る
こ
と
と
し
た
。

７
５
　
団
体
指
導

　
定
款
に
定
め
る
期
日
内
に
法
人
全
体

　
平
成
24年
度
決
算
分
に
係
る
現
況
報
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⑴
 　
県
共
募
の
管

理
体
制

・
決
算
承
認
の
不

備
【
意
見
】

の
事
業
報
告
書
等
の
承
認
が
行
わ
れ
て

い
な
い
。

（
Ｐ
55）

告
書
が
法
定
期
日
内
に
県
に
提
出
さ
れ

た
。
ま
た
，
平
成
25年
11月
の
指
導
監

査
に
お
い
て
決
算
手
続
き
等
を
確
認
し

た
結
果
，
定
款
に
定
め
る
期
日
内
に
，

理
事
会
に
お
い
て
法
人
全
体
の
事
業
報

告
書
等
の
承
認
等
が
行
わ
れ
た
こ
と
及

び
法
定
期
日
内
に
資
産
総
額
の
変
更
登

記
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
。

８
５
　
団
体
指
導

　
⑴
 　
県
共
募
の
管

理
体
制

・
会
計
単
位
設
定

の
不
備

【
指
摘
】

　
寄
付
金
の
経
理
と
事
務
局
経
費
の
経

理
と
の
区
分
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
，
適

切
な
経
理
区
分
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る

と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
Ｐ
56）

　
平
成
25年
11月
の
指
導
監
査
に
お
い

て
確
認
し
た
結
果
，
来
年
４
月
の
新
会

計
基
準
へ
の
移
行
に
併
せ
，
経
理
規
程

の
改
正
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
た
の
で
，
来
年
度
の
指
導
監
査
に

お
い
て
，
そ
の
履
行
状
況
を
確
認
す
る

こ
と
と
し
た
。

９
５
　
団
体
指
導

　
⑴
 　
県
共
募
の
管

理
体
制

・
未
交
付
配
分

金
，
義
援
金
の

計
上
も
れ

【
指
摘
】

　
平
成
23年
度
決
算
上
，
未
交
付
配
分

金
・
義
援
金
の
計
上
も
れ
31,451千

円
が
生
じ
て
お
り
，
適
切
な
決
算
処
理
が

行
わ
れ
て
い
な
い
。

（
Ｐ
56）

　
平
成
24年

度
決
算
分
の
報
告
に
併

せ
，
未
交
付
配
分
金
明
細
書
も
提
出
さ

れ
た
こ
と
か
ら
，
措
置
し
た
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
な
お
，
平
成
25年
11月
の
指
導
監
査

に
お
い
て
関
係
帳
票
等
を
確
認
し
た
結

果
，
適
正
に
処
理
し
て
い
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
た
。

10
５
　
団
体
指
導

　
⑴
 　
県
共
募
の
管

理
体
制

・
東
日
本
大
震
災

義
援
金
に
係
る

処
理
の
不
備

【
意
見
】

　
当
該
義
援
金
収
入
は
中
央
共
同
募
金

会
に
対
す
る
預
り
金
で
あ
る
か
ら
，
こ

れ
を
未
送
金
の
ま
ま
特
定
・
指
定
寄
付

金
と
し
て
宮
城
県
共
同
募
金
会
の
収
入

と
し
て
処
理
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
。

（
Ｐ
56）

　
平
成
25年
11月
の
指
導
監
査
に
お
い

て
確
認
し
た
結
果
，
平
成
25年
１
月
に

中
央
共
同
募
金
会
に
送
金
し
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
た
。

11
５
　
団
体
指
導

　
⑴
 　
県
共
募
の
管

理
体
制

・
岩
手
，
宮
城
内

陸
地
震
義
援
金

に
係
る
処
理
の

　
災
害
義
援
金
の
配
分
が
適
時
に
行
わ

れ
て
い
な
い
の
は
不
適
切
で
あ
る
。

（
Ｐ
57）

　
平
成
25年
11月
の
指
導
監
査
に
お
い

て
，
義
援
金
の
趣
旨
に
則
り
早
急
に
対

応
す
る
よ
う
指
導
し
，
処
理
に
つ
い

て
，
随
時
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
不
備

【
指
摘
】

12
５
　
団
体
指
導

　
⑴
 　
県
共
募
の
管

理
体
制

・
市
町
村
共
同
募

金
委
員
会
に
係

る
チ
ェ
ッ
ク
機

能
の
不
備

【
指
摘
】

　
宮
城
県
共
同
募
金
会
に
お
い
て
，
市

町
村
共
同
募
金
委
員
会
の
会
計
管
理
に

対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
が
有
効
に
機
能
し
て

い
る
と
い
え
る
か
疑
問
で
あ
る
。

（
Ｐ
57）

　
平
成
25年
11月
の
指
導
監
査
に
お
い

て
確
認
し
た
結
果
，
市
町
村
共
同
募
金

委
員
会
の
会
計
処
理
を
宮
城
県
共
同
募

金
会
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
，
平
成
26

年
３
月
か
ら
宮
城
県
共
同
募
金
会
と
市

町
村
共
同
募
金
委
員
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン

で
結
ぶ
会
計
処
理
の
シ
ス
テ
ム
を
導
入

し
，
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
強
化
す
る
対
策

を
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
。
今
後
の
指
導
監
査
に
お
い
て

チ
ェ
ッ
ク
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か

確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。

13
５
　
団
体
指
導

　
⑴
 　
県
共
募
の
管

理
体
制

・
募
金
経
費
比
率

の
水
準

【
意
見
】

　
現
状
の
募
金
経
費
比
率
（
約
24％
）

が
募
金
者
の
十
分
な
理
解
を
得
ら
れ
る

水
準
と
い
え
る
か
疑
問
で
あ
る
。

（
Ｐ
58）

　
平
成
25年
11月
の
指
導
監
査
に
お
い

て
確
認
し
た
結
果
，
宮
城
県
共
同
募
金

会
で
も
認
識
し
て
お
り
，
必
要
最
小
限

の
経
費
で
運
営
し
て
い
く
方
針
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
今
後
の
指
導
監

査
に
お
い
て
，
募
金
経
費
比
率
の
縮
減

に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。

14
５
　
団
体
指
導

　
⑵
 　
財
務
諸
表
の

記
載
不
備

【
指
摘
】

　
実
地
調
査
対
象
法
人
で
財
務
諸
表
の

記
載
不
備
が
検
出
さ
れ
た
。

　
①
 　
建
物
の
過
大
評
価

　
②
 　
借
入
金
に
係
る
未
払
利
息
計
上

も
れ

　
③
 　
過
年
度
の
過
誤
調
整
に
係
る
未

払
金
計
上
も
れ

（
Ｐ
59）

【
大
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会
】

①
 　
大
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
監
事

等
と
協
議
し
，
改
善
方
法
を
検
討
す

る
よ
う
指
導
し
た
。

　
 　
な
お
，
第
２
次
一
括
法
の
関
係

で
，
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
監
査
権

限
が
各
市
長
に
移
譲
さ
れ
た
。

【
大
和
福
壽
会
】

①
 　
平
成
25年
８
月
の
指
導
監
査
に
お

い
て
，
税
務
署
や
顧
問
税
理
士
等
と

相
談
し
，対
応
す
る
よ
う
指
導
し
た
。

②
 　
平
成
25年
８
月
の
指
導
監
査
に
お

い
て
確
認
し
，
平
成
24年
度
決
算
で

適
切
に
処
理
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し

た
。

③
 　
平
成
25年
８
月
の
指
導
監
査
に
お

い
て
確
認
し
，
平
成
26年
３
月
中
に

宮　　城　　県　　公　　報第2519号　平成25年12月24日　火曜日 （6）



　
 支
払
い
予
定
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。

15
５
　
団
体
指
導

　
⑶
 　
寄
付
・
会
費

納
入
の
任
意
性

【
指
摘
】

　
県
で
は
，
寄
付
・
会
費
納
入
の
任
意

性
確
認
に
関
す
る
特
段
の
指
導
を
行
っ

て
お
ら
ず
，
社
会
福
祉
協
議
会
に
対
す

る
団
体
指
導
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る

と
い
え
る
か
疑
問
で
あ
る
。

（
Ｐ
63）

　
社
会
福
祉
協
議
会
指
導
監
査
調
書
を

平
成
25年
５
月
に
改
正
し
，
会
費
納
入

の
任
意
性
の
確
認
に
つ
い
て
，
新
た
に

指
導
項
目
と
し
て
追
加
す
る
と
と
も

に
，
今
年
度
の
重
点
事
項
と
し
て
位
置

づ
け
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

　
ま
た
，
第
２
次
一
括
法
の
関
係
で
，

市
社
会
福
祉
協
議
会
の
監
査
権
限
が
各

市
長
に
移
譲
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
，
平

成
25年
５
月
，
県
主
催
の
市
担
当
者
調

整
会
議
の
場
で
，
当
該
重
点
事
項
に
つ

い
て
周
知
を
図
っ
た
。

16
５
　
団
体
指
導

　
⑷
 　
市
社
協
の
会

員
管
理

【
指
摘
】

　
社
会
福
祉
協
議
会
の
会
員
は
支
部
な

い
し
自
治
会
で
は
な
く
，
個
人
（
世
帯
）

単
位
な
の
で
あ
る
か
ら
，
個
々
の
個
人

（
世
帯
）
単
位
で
会
員
を
把
握
で
き
な

い
現
状
が
社
会
福
祉
協
議
会
の
会
員
管

理
と
し
て
適
切
と
い
え
る
か
疑
問
で
あ

る
。
（
Ｐ
65）

　
社
会
福
祉
協
議
会
指
導
監
査
調
書
を

平
成
25年
５
月
に
改
正
し
，
個
人
（
世

帯
）
単
位
の
会
員
管
理
に
つ
い
て
新
た

に
指
導
項
目
と
し
て
追
加
す
る
と
と
も

に
，
今
年
度
の
重
点
事
項
と
し
て
位
置

づ
け
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

　
ま
た
，
第
２
次
一
括
法
の
関
係
で
，

市
社
会
福
祉
協
議
会
の
監
査
権
限
が
各

市
長
に
移
譲
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
，
平

成
25年
５
月
，
県
主
催
の
市
担
当
者
調

整
会
議
の
場
で
，
当
該
重
点
事
項
に
つ

い
て
周
知
を
図
っ
た
。

17
５
　
団
体
指
導

　
⑸
 　
助
成
金
の
管

理
【
指
摘
】

　
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
と
い
え
ど

も
，
大
崎
市
社
会
福
祉
協
議
会
と
は
別

の
任
意
団
体
な
の
で
あ
る
か
ら
，
大
崎

市
社
会
福
祉
協
議
会
が
支
出
し
た
助
成

金
に
係
る
使
途
確
認
手
続
を
簡
略
化
す

る
合
理
的
根
拠
は
希
薄
で
あ
る
。

（
Ｐ
66）

　
社
会
福
祉
協
議
会
指
導
監
査
調
書
を

平
成
25年
５
月
に
改
正
し
，
福
祉
団
体

等
へ
の
助
成
金
の
使
途
確
認
等
に
つ
い

て
新
た
に
指
導
項
目
と
し
て
追
加
す
る

と
と
も
に
，
今
年
度
の
重
点
事
項
と
し

て
位
置
づ
け
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

　
ま
た
，
第
２
次
一
括
法
の
関
係
で
，

市
社
会
福
祉
協
議
会
の
監
査
権
限
が
各

市
長
に
移
譲
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
，
平

成
25年
５
月
，
県
主
催
の
市
担
当
者
調

整
会
議
の
場
で
，
当
該
重
点
事
項
に
つ

い
て
周
知
を
図
っ
た
。

18
５
　
団
体
指
導

　
⑹
 　
不
適
切
な
契

約
・
支
出

・
土
地
の
無
償
貸

付
【
意
見
】

　
土
地
の
無
償
貸
付
け
は
社
会
福
祉
法

人
が
貸
付
先
に
対
し
地
代
相
当
額
を
利

益
供
与
し
て
い
る
こ
と
と
同
様
の
経
済

効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
，
契
約
条

件
と
し
て
不
当
で
あ
る
。

（
Ｐ
68）

　
平
成
24年
11月
，
仙
台
簡
易
裁
判
所

に
お
い
て
相
手
方
の
医
療
法
人
と
調
停

が
成
立
し
，
相
手
方
が
平
成
26年
４
月

限
り
で
退
去
し
明
け
渡
す
こ
と
と
な
っ

た
。

19
５
　
団
体
指
導

　
⑹
 　
不
適
切
な
契

約
・
支
出

・
契
約
方
法
の
不

備
【
指
摘
】

　
随
意
契
約
と
す
る
合
理
的
理
由
の
確

認
が
で
き
な
い
契
約
が
検
出
さ
れ
た
。

（
Ｐ
68）

　
平
成
25年
３
月
に
随
意
契
約
か
ら
競

争
入
札
に
よ
る
契
約
に
変
更
し
た
。

20
５
　
団
体
指
導

　
⑹
 　
不
適
切
な
契

約
・
支
出

・
取
引
の
合
理
性

【
指
摘
】

　
事
業
収
入
を
上
回
る
費
用
を
負
担
す

る
合
理
的
理
由
が
不
明
確
な
取
引
が
検

出
さ
れ
た
。

（
Ｐ
69）

　
平
成
25年
８
月
の
指
導
監
査
に
お
い

て
，
依
然
，
赤
字
経
営
の
改
善
策
が
認

め
ら
れ
な
い
た
め
，
再
度
，
具
体
的
改

善
策
を
求
め
，
今
後
の
指
導
監
査
に
お

い
て
確
認
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

21
５
　
団
体
指
導

　
⑺
 　
団
体
指
導
結

果
の
改
善
措
置

確
認
の
不
備

【
指
摘
】

　
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
認
可
に
関
わ

る
重
要
な
疑
義
と
認
め
ら
れ
る
是
正
・

改
善
指
示
事
項
が
検
出
さ
れ
た
が
，
当

該
問
題
に
つ
い
て
県
の
対
応
方
針
を
明

確
に
し
て
い
な
い
の
は
不
適
切
で
あ
る
。

（
Ｐ
70）

　
重
要
な
疑
義
と
認
め
ら
れ
る
是
正
・

改
善
指
示
事
項
に
係
る
県
の
対
応
方
針

を
明
確
に
す
る
た
め
に
，「
管
理
台
帳
」

へ
の
記
録
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。

22
５
　
団
体
指
導

　
⑻
 　
組
織
運
営
に

関
す
る
情
報
開

示
【
指
摘
】

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
財
務
情
報
が
未

開
示
ま
た
は
開
示
内
容
が
不
十
分
の
社

会
福
祉
法
人
が
散
見
さ
れ
る
が
，
財
務

情
報
の
開
示
に
関
す
る
十
分
な
指
導
が

行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
疑
問
で
あ

る
。
（
Ｐ
71）

　
厚
生
労
働
省
局
長
連
名
通
知
を
受

け
，
平
成
25年
６
月
に
所
管
法
人
及
び

県
内
各
市
長
あ
て
に
通
知
し
，
更
な
る

情
報
開
示
を
求
め
た
。
さ
ら
に
，
今
年

度
は
指
導
監
査
の
重
点
事
項
の
一
つ
と

し
て
位
置
づ
け
取
り
組
ん
で
い
る
。

23
５
　
団
体
指
導

　
⑼
 　
内
部
留
保
水

準
の
適
正
確
認

の
不
備

　
県
の
団
体
指
導
で
は
，
社
会
福
祉
法

人
の
内
部
留
保
水
準
が
適
切
か
ど
う
か

の
視
点
に
よ
る
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な

い
。
内
部
留
保
率
の
高
い
法
人
が
散
見

　
社
会
福
祉
法
人
の
内
部
留
保
に
つ
い

て
は
，
将
来
の
事
業
拡
大
，
災
害
や
施

設
の
老
朽
化
の
備
え
な
ど
に
充
て
ら
れ

る
も
の
で
，
法
人
の
適
切
な
運
営
の
た
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公
安
委
員
会

【
指
摘
】

さ
れ
る
現
状
を
考
慮
す
る
と
，
適
切
な

団
体
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る

か
疑
問
で
あ
る
。

（
Ｐ
72）

め
に
は
，
一
定
の
内
部
留
保
は
必
要
な

も
の
と
判
断
し
て
お
り
，
そ
の
使
途
な

ど
に
つ
い
て
，
今
後
の
法
人
へ
の
指
導

監
査
の
中
で
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　
な
お
，
厚
生
労
働
省
の
社
会
保
障
審

議
会
で
内
部
留
保
に
つ
い
て
検
討
さ
れ

て
お
り
，
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習
（
３
号
警
備
業
務
）

　
　
　
 　
２
月
12日
か
ら
18日
ま
で
の
５
日
間
は
午
前
９
時
30分
か
ら
午
後
４
時
50分
ま
で
、
20日
は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
０
時
20分
ま
で
と
し
、
最
終
日
は
午
前
９
時
20分
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。

　
　
イ
　
新
規
取
得
講
習
（
４
号
警
備
業
務
）

　
　
　
 　
２
月
12日
か
ら
14日
及
び
19日
の
４
日
間
は
午
前
９
時
30分
か
ら
午
後
４
時
50分
ま
で
、
20日
は
午
前
９
時

30分
か
ら
午
後
３
時
50分
ま
で
と
し
、
最
終
日
は
午
前
９
時
20分
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。

　
　
ウ
　
追
加
取
得
講
習
（
３
号
警
備
業
務
）

　
　
　
 　
２
月
17日
及
び
18日
の
２
日
間
は
午
前
９
時
30分
か
ら
午
後
４
時
50分
ま
で
、
20日
は
午
後
４
時
か
ら
修
了

考
査
を
実
施
す
る
。

　
　
エ
　
追
加
取
得
講
習
（
４
号
警
備
業
務
）

　
　
　
 　
２
月
19日

は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
４
時
50分

ま
で
、
20日

は
午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
50分

ま
で
と

し
、
午
後
４
時
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
付
人
員

　
　
３
号
警
備
業
務
新
規
・
追
加
、
４
号
警
備
業
務
新
規
・
追
加
、
合
わ
せ
て
40人

４
　
受
講
対
象
者

　
⑴
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
受
講
対
象
者
は
、
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
当
該
警
備
業
務
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
 　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と

い
う
。）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と

い
う
。）
に
係
る
法
第
23条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者

　
　
ウ
 　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」

と
い
う
。）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
 　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
当
該

警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
189号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年
法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
22条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
25年
12月
24日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
猪
俣
　
好
正
　
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
期
日

　
⑴
　
警
備
業
務
の
区
分

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
３
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
　
　
法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
４
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
⑵
　
実
施
期
間

　
　
　
平
成
26年
２
月
12日
（
水
）
か
ら
同
月
21日
（
金
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
８
日
間

実
施
日

講
習
区
分

12日
（
水
）
13日
（
木
）
14日
（
金
）
17日
（
月
）
18日
（
火
）
19日
（
水
）
20日
（
木
）
21日
（
金
）

計

新
規
取
得
講
習

３
号

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
７
日
間

４
号

〇
〇

〇
〇

〇
〇

６
日
間

追
加
取
得
講
習

３
号

〇
〇

〇
３
日
間

４
号

〇
〇

２
日
間

　
※
　
〇
は
講
習
実
施
日

　
⑶
　
講
習
時
間
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オ
 　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧

２
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上

当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
⑵
　
追
加
取
得
講
習

　
　
 　
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
当
該
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
22条
第
２
項
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。）
又
は
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機

械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
58年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
７
条
に
規

定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者
で
あ
っ
て
、
前
記
⑴
－
ア
～
オ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

５
　
事
前
申
込
み

　
⑴
　
受
付
専
用
電
話

　
　
 　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
受
付
専
用
電
話
（
022－

224－
7311）

に
て
事
前
申
込
み
を
受
け

付
け
る
。（
氏
名
、
住
所
、
連
絡
先
電
話
番
号
、
前
記
４
の
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
項
目
に
つ
い
て
聴
取
）

　
　
　
な
お
、
電
話
で
の
受
付
は
１
回
に
つ
き
１
人
と
す
る
。

　
⑵
　
受
付
期
間

　
　
 　
平
成
26年
１
月
９
日
（
木
）
か
ら
同
月
16日
（
木
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
５
日
間
（
１
月
９

日
か
ら
15日
ま
で
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

　
　
　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

６
　
受
講
手
続
き

　
　
事
前
申
込
み
に
よ
り
予
約
番
号
を
取
得
し
た
者
に
対
す
る
受
講
手
続
き
は
、
次
の
と
お
り
行
う
。

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
 　
平
成
26年
１
月
17日
（
金
）
か
ら
同
月
23日
（
木
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
５
日
間
（
午
前
９
時
か
ら
午

後
５
時
ま
で
）

　
⑵
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
 　
事
前
申
込
み
の
際
に
申
込
先
警
察
署
を
指
定
す
る
の
で
、
申
請
受
付
期
間
内
に
指
定
さ
れ
た
警
察
署
生
活
安
全

課
に
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

　
　
イ
　
資
格
者
証
又
は
修
了
証
明
書
の
写
し
　
１
通
（
追
加
取
得
講
習
受
講
者
の
み
）

　
　
ウ
　
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
　
ア
　
前
記
４
－
⑴
－
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
最
近
５
年
間
に
、
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
警

備
業
者
の
作
成
に
係
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴

書

　
　
　
イ
　
前
記
４
－
⑴
－
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し

　
　
　
ウ
　
前
記
４
－
⑴
－
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
２
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
当

該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
　
エ
　
前
記
４
－
⑴
－
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
旧
１
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し

　
　
　
オ
　
前
記
４
－
⑴
－
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
 　
旧
２
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年

以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
エ
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
本
人
か
ら
の
委
任
状

　
⑷
　
受
講
手
数
料

　
　
 　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
宮
城
県
条
例
第
21号
）
第
２
条
第
１
項
の
表
63の
項
に
基
づ
き
、

新
規
取
得
講
習
受
講
者
に
あ
っ
て
は
３
号
警
備
業
務
38,000円

、
４
号
警
備
業
務
34,000円

、
追
加
取
得
講
習
受

講
者
に
あ
っ
て
は
３
号
警
備
業
務
14,000円

、
４
号
警
備
業
務
10,000円

の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に

よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

７
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

８
　
そ
の
他

　
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

　
　
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線
3184・

3185）
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